
     第2次十和田市空家等対策計画【概要】    ※朱書きが第1次計画からの変更点

１．背景・目的 ２．計画の位置づけ

４．基本方針

３．計画の対象区域と期間
　市内全域として、計画期間は令和６年度から令和10年度までの５年間とする。

５． 第 1 次 空 家 等 対 策 計 画 ６． 第 2 次 空 家 等 対 策 計 画 ７．実施計画
方　針 施　策 取　組 ｱﾝｹｰﾄや実績等からの課題 方　針 施　策 取　組

①市民意識の啓発・情報提供
の充実

相続窓口の案内や市の支援制度の周
知による意識啓発

高齢化により管理水準の低下が懸念される。
①市民意識の啓発・情報提供
の充実

相続窓口の案内や市の支援制度の周
知による意識啓発〔拡充〕

②相続を契機とする空家等の
発生予防

空き家の譲渡所得の特例措置制度の
周知・啓発

「譲渡所得の3,000万円特別控除」の制度の
活用実績が少ない。

②相続を契機とする空家等の
発生予防

空き家の譲渡所得の特例措置制度の
周知・啓発〔継続〕

③相続登記の促進
相続登記の必要性に対する市民の理
解を高めるための啓発

令和6年4月より相続登記が義務化されるた
め、空家等の所有者等の相続登記に対する認
識を高める必要がある。

③相続登記の義務化
相続登記の必要性に対する市民の理
解を高めるための啓発〔継続〕

④所有者等によるリフォーム
実施支援策

省エネ改修等の各種支援制度の活用
「住宅省エネ改修推進事業」の支援制度の利
用実績が少ない。

④所有者等によるリフォーム
実施支援策

省エネ改修等の各種支援制度の活用   
〔継続〕

①所有者等への注意喚起等
空家等の管理責任に関する注意喚起
や相談の総合窓口の設置

空家等の適正管理は、第一義的に所有者等が
行う必要があると認識していない所有者等が
依然として存在する。

①所有者等への注意喚起等
空家等の管理責任に関する注意喚起
や相談の総合窓口の設置〔拡充〕

②広報誌等を活用した情報発
信

広報誌、啓発リーフレットの配布、
ホームページ等の活用

広報誌やホームページ等での空家等の適切な
管理における注意喚起の周知が少ない。

②広報誌等を活用した情報発
信

広報誌、啓発リーフレットの配布、
ホームページ等の活用〔拡充〕

③管理不全な空家等への対応
特定空家等に対する空家法に基づく
助言・指導等の措置の実施

未解消の特定空家等がある。 ③管理不全な空家等への対応
特定空家等に対する空家法に基づく
助言・指導等の措置の実施〔拡充〕

④空家等の除却
空家等解体撤去費補助金の活用によ
る特定空家等・危険空家等の解体の
促進

需要が高まってきているため、今後も補助の
枠を増やして、空家等の除却を推進する必要
がある。

①相談体制の整備
相談に関する情報提供や各種団体と
の連携による空家等の活用促進

― ①相談体制の整備
相談に関する情報提供や各種団体と
の連携による空家等の活用促進　　　
〔継続〕

②市の魅力発信、移住・定
住、流通市場の育成・普及　

市の移住・定住支援事業や空き家バ
ンク等の活用

制度を認識していない空家等の所有者等が一
定数いる。

市の移住・定住支援事業や空き家バ
ンク等の活用〔継続〕

空き家バンク登録数を増やす取組    
〔強化〕

①補助制度の活用
空家等解体撤去費補助金の活用によ
る特定空家等・危険空家等の解体の
促進［拡充］

②相続財産清算人制度の活用
相続財産清算人制度を活用した財産
の処分〔法改正に伴う新規〕

８．第２次計画での強化及び新規取組内容
相続財産清算人制度の活用〔法改正に伴う新規〕 空き家バンク登録数を増やす取組〔強化〕

　人口減少や高齢化、社会的ニーズの変化及び産業構造の変化などを背景に、空家等が年々
増加しており、適切な管理が行われないまま放置されている状態の空家等が地域住民の生活
環境に悪影響を及ぼしているものもあり、早急な対応の実施が求められている。
　今後、空家等の増加が見込まれる中、空家等対策を体系的にまとめ、効率的、効果的な対
策による空家等の適正管理及び利活用の促進を図ることを目的に「第２次十和田市空家等対
策計画」を策定する。

　本計画は、空家法に規定する空家等対策計画として、「第２次十和田市総合計画」との整合を図り、推進する。
　庁内関係部署のみではなく、不動産・建築・法務などの関係機関、団体など、住まい・まちづくりを担う各主体が連
携して取り組むべき総合的な空家等対策の方針を示す。

　管理不全な空家等の除却推進を図る必要性があるため、前回の３つの基本方針「空家等の発生予防」「空家等の適切
な管理」「空家等の利活用」に加え、これまでも取り組んできた「空家等の除却」を一つの柱として拡充し、４つの基
本方針により空き家対策に取り組む。
　取組ごとの手法や目標設定については、実施計画を新たに作成し定める。

Ⅰ　　　
空家等の
発生予防

Ⅰ　　　
空家等の
発生予防

Ⅱ　　　
空家等の
適切な管
理

Ⅱ　　　
空家等の
適切な管
理

Ⅲ　　　
空家等の
利活用 Ⅲ　　　

空家等の
利活用 ②市の魅力発信、移住・定

住、流通市場の育成・普及　

Ⅳ　　　
空家等の
除却

〇背景
　空家等の所有者等が亡くなり、相続人の存在・不存在が明らかでない場合、空家等がそのまま放置されて、周囲へ悪
影響を及ぼす危険な空家等になる可能性がある。
〇取り組み
　相続財産清算人制度を活用検討して、相続財産清算人の申し立てを行い、財産の処分・清算（家屋の除却及び土地の
処分など）をして、空家等の解消を目指す。

〇背景
　空家等の中にも、建物の状態が良いにも関わらず、利活用されていない空家等が存在する。

〇取り組み
　空家等データベースに基づき、建物の状態が良い利活用可能な空家等所有者に手紙等で空き家
バンクへの登録を勧めて、空き家バンクの登録数を増やす。

実施計画を新た
に作成し、取組
ごとに手法や目
標設定を行う

管理不全な空家等の除却推進を図る必要があるため、
柱の一つとして【除却】を設定

これまでの施策体系 今後の施策体系


